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１．保健医療福祉調整本部について
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被災者を助ける実施主体＝行政機関の長

【災害対策基本法】

・国、都道府県、市町村における責務を明記。

・行政機関の長は、災害対策本部を設置して災害対応にあたる。

・行政機関の長は、防災業務計画を作成し同計画に基づいて救助を実施する。

［「災害救助法の概要（令和４年７月）」（内閣府作成）より抜粋］

［参考］
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Ⅰ熊本地震における課題と原因
＜課題＞

○ 被災都道府県、保健所、保健医療活動チームの間で被害状況・保健医療ニーズ等、保健
医療活動チームの活動状況等について情報連携が行われず、保健医療活動が効率的に行
われない場合があった。

＜原因＞

○ 被災都道府県及び保健所における、保健医療活動チームの指揮・情報連絡系統が不明確
で、保健医療活動の総合調整を十分に行うことができなかった。

＜大規模災害時の保健医療活動にかかる体制の整備について＞

5

（平成29年厚生労働省通知）

⇒被災都道府県に「保健医療調整本部」を設置し、保健医療活動を

総合的に調整する体制を整備した。

■これまでの経緯（過去の教訓）
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大規模災害時の保健医療福祉活動

に係る体制の整備について

（令和４年７月）



災害時の行政における本部体制

都道府県知事（本部長）

・・・

保健医療福祉調整本部
（本部長＝県の保健医療部長等）

災害医療コーディネーター

・・・・・

様々な保健医療福祉の支援チーム
（日赤救護班を含む）

災害対策本部

保健・医療・福祉に
関する調整本部

各都道府県における大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備に当たり、保健医
療福祉活動チームの派遣調整、保健医療福祉活動に関する情報の連携、整理及び分析等の
保健医療福祉活動の総合調整を行う。

保健医療福祉調整本部
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保健医療福祉調整の階層：３階層

都道府県

市区町村

二次医療圏（保健所単位）
一部の政令市・中核市

資源配分

資源配分情報／要請

情報／要請

…外部支援の窓口
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9

保健医療福祉調整本部の３階層

【日赤の場合】

支部

県庁

二次医療圏
保健所

市区町村

３階層



Ⅱ今後の大規模災害時の体制のモデル

被災都道府県に設置された保健医療調整本部において、保健所と連携し、

① 保健医療活動チームに対する指揮又は連絡及び派遣調整

② 保健医療活動チームと情報連携（様式の統一）

③ 収集した保健医療活動に係る情報の整理及び分析

を一元的に実施し、保健医療活動を総合調整する体制を整備する。

＜大規模災害時の保健医療活動にかかる体制の整備について＞

10

（平成29年厚生労働省通知）



① 保健医療活動チームに対する指揮又は連絡及び派遣調整
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② 保健医療活動チームと情報連携（様式の統一）

③ 収集した保健医療活動に係る情報の整理及び分析

■被災者の診療録の様式
「災害診療記録2018報告書」（平成30年11月、災害時の診
療録のあり方に関する合同委員会）及びその様式

■避難所の状況等に関する記録の様式
「災害時の保健活動推進マニュアル」（令和元年、日本公衆
衛生協会・全国保健師長会）及びその様式 

■J-SPEED（災害時診療概況報告システム）の活用
災害診療記録／J-SPEEDとのセット運用
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２．多種多様な連携協働
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ＤＭＡＴ（Disaster  Medical

Assistance Team）
災害派遣医療チーム

ＪＭＡＴ（Japan  Medical

Association Team）
日本医師会
災害派遣医療チーム

ＲＥＭＡＴ（Radiation  

Emergency Medical

Assistance Team）
緊急被ばく医療チーム

ＤＰＡＴ（Disaster

Psychiatric Assistance

Team）
災害派遣精神医療チーム

ＴＭＡＴ（Tokushukai Medical

Assistance Team）
徳洲会グループの医師を中
心とした ＮＰＯ医療チーム

ＩＭＡＴ（Ｉncident Medical

Assistance Team）
警視庁要請の事件現場医療
チーム（日本医大病院）

ＡＭＡＴ（All Japan Hospital 

Association Medical

Assistance Team）
全日本病院協会災害医療
チーム

ＤＭＡＳ (Disaster

Medical Assistance

Student）
災害医療学生支援
チーム

JDA-DAT

JDA-DAT（Japan Dietetic 

Association－Disaster Assistance 

Team）
日本栄養士会災害支援チーム

JRAＴ（Japan Rehabilitation 

Assistance Team）
大規模災害リハビリテーション
支援関連団体協議会

ＤＨＥＡＴ（Disaster Health

Emergency Assistance 

Team）
災害時健康危機管理
支援チーム

DCAT

ＤＣＡＴ（Disaster Care

Assistance Team）
災害時介護派遣チーム

DWAT
Disaster Welfare Assistance Team

ＤＷＡＴ（Disaster Welfare

Assistance Team）
災害派遣福祉チーム

CopyrightⒸ 2022 Japan Public Health Association. all rights reserved.

災害時に活動するさまざまな保健・医療・福祉関係者



出典：第９回救急・ 災害医療提供体制等の在り方に関する検討会（厚生労働省）

他団体との連携
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区分 特徴

DMAT
（災害派遣医療チーム）

〇災害の発生直後の急性期(概ね48時間以内)に活動が開始できる機動性を持った
専門的な研修・訓練を受けた医療チーム

〇災害現場における安定化処置や広域医療搬送などを行う

JMAT 
（日本医師会災害医療チーム）

〇主に急性期以降の災害医療活動を行う
〇避難所等における医療・健康管理や被災した病院・診療所などの支援活動を行う

DPAT
（災害派遣精神医療チーム）

〇精神科医療を専門的に行う医療チームで、被災都道府県等の災害対策本部の指示
で活動を行う

〇被災者、支援者等に対する精神保健医療活動を行う

DHEAT
（災害時健康危機管理支援チーム）

〇地方公務員で編成(主に保健所職員)されるマネジメント支援チーム
〇健康危機管理に必要な情報収集・分析や全体調整等が円滑に実施されるよう保健
医療調整本部及び保健所の業務支援を行う

DWAT
（災害派遣福祉チーム）

〇指定避難所のうち、福祉避難所を除く⼀般的な避難所に避難する災害時要配慮者
に福祉支援を行う

日赤救護班
〇避難所や救護所等における医療救護やこころのケア、救援物資の配分などの救護
活動、並びに被災者からの様々なニーズに対応した支援活動を行う

保健医療福祉に関する代表的な支援チーム
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二次医療圏
保健医療福祉調整本部

■被災地内外及び日赤内外の救護活動における全体像

被災都道府県
支部災対本部 標準組織図

保健所

市区町村
災対本部

都道府県 災害対策本部

県保健医療福祉
調整本部

DMAT
県調整本部

日赤(統括)
CoT

ブロック代表支部
災害対策本部
（全国6ブロック）

本社
災害対策本部

非被災都道府県支部
災害対策本部

赤十字病院（常設救護班486）

赤十字血液センター

社会福祉施設

支部
リエゾン

被
災
地
の
赤
十
字
病
院

日赤
地区・分区

日
赤(

統
括)C

o
T

支援組織ごと
の統括者

日赤
CoT

日赤CoT

派遣

派遣

保健医療福祉調整本部

支援組織ごと
の統括者

支援組織ごと
の統括者
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日赤CoT：日赤災害医療コーディネートチーム



３．被災者支援分野の活動について
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被災者支援とは

１．被災者支援とは（≒ボランティア活動、 ≠医療救護）
「被災者支援」の明確な定義はなく公的な支援のほか、特に阪神淡路
大震災以降発展してきた災害時のボランティア等の活動に関わる様々
な支援者間において、自らの支援活動を表す言葉として使われている。

２．被災者支援による活動分類
公的な支援の他、民間による被災者支援は避難所等における避難生活
支援と生活再建支援に分けられる

３．被災者支援の担い手
行政、社協（災害ボランティアセンター）、ＪＶＯＡＤ（NPO）によ
る三者連携を中心に、個人ボランティアや企業・団体など多様な主体
が被災者支援の担い手となっている。
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避
難
生
活
を
支
え
る

生
活
再
建
を
支
え
る

在宅

仮設
住宅

避難所

災害
公営
住宅

食と栄養

家屋保全

ペット

物資

保健医療
福祉/要配
慮者

外国人

子ども

コミュニ
ティ形成

くらしの
再建

生業

14分野
（10＋４）

被災者支援活動の全体像（支援活動の領域）

出典：ＪＶＯＡＤ 20



保健・医療

福 祉

被災者支援

●赤十字ボランティア

●赤十字ボランティア

「災害関連死・ゼロ」を目指して

〇赤十字救護班
〇DMAT など

〇DWATほか

〇災害ＶＣ（社協）
・⼀般ボランティア
〇被災者支援NPO 〇生活協同組合
〇青年会議所 〇企業等

◇避難生活支援
・食事（炊き出し）
・物資支援
・さまざまな困りごと 等
◇生活再建
・被災家屋対応
・仮設、復興住宅コミュニティ
・生業、仕事支援
◇義援金

◇要配慮者支援
◇福祉避難所

平時の支援など

〇通常ＶＣ（社協）
・⼀般ボランティアなど
〇地域づくりNPO
〇地域包括ケア など

■三者連携
（行政、社協、NPO等）
・情報共有会議
（災害中間支援組織、JVOAD）

◇保健・医療救護
・救護所設置
・巡回診療
・処方薬

◇健康管理支援
◇心のケア
◇保健所支援 「避難所」＝「被災者」

避難生活環境向上

発災

〇災害福祉支援ネットワーク
中央センター創設
厚生労働省 社会福祉協議会

●赤十字ボランティア

時間経過

〇保健・医療・福祉調整本部避難・救出

「日本赤十字看護大学附属災害救護研究所災害ボランティア部門」作成資料（⼀部改変）

災害支援活動の全体像
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日赤支部災害対策本部

二次医療圏
保健医療福祉調整本部

保健所

市区町村
災対本部

都道府県 災害対策本部

保健医療福祉
調整本部

DMAT
県調整本部

支部
リエゾン

日赤
地区・分区

支援組織ご
との統括者

日赤CoT

保健医療福祉調整本部

ブロック代表支部災害対策本部
（全国6ブロック）

本社災害対策本部

日赤CoT

日赤救護班

日赤救護班

支援組織ご
との統括者

支援組織ご
との統括者

被災都道府県
支部災対本部 
標準組織図

支援団体との連携
  － 社会福祉協議会
  － JVOAD
  － NPO etc.

保健医療福祉分野

被災者支援分野

・被災者に寄り添った活動
・被災地のニーズに応じた活動

・避難生活支援
・物資支援
・生活再建支援 等

日本赤十字社における被災者支援活動
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日赤CoT



【参考】福祉分野における日本赤十字社の活動事例

【事例１】
福祉施設入居者の搬送支援

（長野県長野市）

【事例２】
健康観察を目的とした在宅
避難者に対する戸別訪問活動

（石川県珠洲市）

【事例３】
日赤・保健師・県社協合同
チームによる避難所巡回活動

（鳥取県佐治町）
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４．まとめ
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まとめ

•保健医療福祉調整本部を介して、保健医療福祉活動チームの派遣調整、
や情報の連携、整理及び分析などの総合調整が行われる。

•日赤においては、被災地支部を中心として、日赤災害医療CoTを各階
層に配置し、日赤の社内外における各種調整や情報共有等を迅速に行
いながら救護活動を実施する。

•行政や関係機関等の多種多様な連携協働が必要となる。

•避難生活支援などの被災者支援活動との連携が今後より重要となる。
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